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○池田町障害者控除対象者認定に関する要綱 

平成20年１月25日告示第２号 

改正 

令和４年３月17日告示第37号 

池田町障害者控除対象者認定に関する要綱 

（趣旨） 

第１条　この要綱は、所得税法施行令（昭和40年政令第96号）第10条第１項第７号及び同条第２項

第６号並びに地方税法施行令（昭和25年政令第245号）第７条第７号及び第７条の15の11第６号の

規定による障害者又は特別障害者の認定（以下「障害者控除対象者認定」という。）に関し必要

な事項を定めるものとする。 

（対象者） 

第２条　障害者控除対象者認定を受けることができる者は、介護保険法（平成９年法律第123号）第

19条第１項に規定する介護保険要介護認定を受けた要介護認定者、又は障害の程度が次のいずれ

かに該当する者（以下「対象者」という。）とする。 

(１)　精神上の障害を有し、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）

第45条第２項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていない65歳以上の者 

(２)　知的障害を有し、療育手帳制度の実施について（昭和48年９月27日児発第725号厚生省児童

家庭局長通知）第４第８号の規定による療育手帳の交付を受けていない65歳以上の者 

(３)　身体上の障害を有し、身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第４項に規定する

身体障害者手帳の交付を受けていない65歳以上の者 

(４)　常に就床を要し、複雑な介護を要する者 

（認定の申請） 

第３条　障害者控除対象者認定を受けようとする対象者又はその家族等（以下「申請者」という。）

は、池田町障害者控除対象者認定申請書（様式第１号。以下「申請書」という。）を町長に提出

しなければならない。 

（認定等） 

第４条　町長は、申請書の提出があったときは、別表に定める障害者控除対象者認定基準により審

査し、同表認定区分の欄に掲げる障害者又は特別障害者に該当すると認めるときは、池田町障害

者控除対象者認定書（様式第２号）を申請者に交付するものとし、該当しないと認めるときは、

池田町障害者控除対象者認定申請却下通知書（様式第３号）により申請者に通知するものとする。 
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２　前項に規定する認定は、障害者控除を受ける所得の生じた年の12月31日（対象者が、その年の

中途において死亡した場合には、その死亡の時）における状況により判断するものとする。 

（台帳の整備） 

第５条　町長は、障害者控除対象者認定書交付台帳（様式第４号）を備え、整理しておくものとす

る。 

（委任） 

第６条　この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。 

附　則 

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年分の所得税の申告及び平成20年度分町民税県民税の

申告に係る障害者控除対象者の認定から適用する。 

附　則（令和４年３月17日告示第37号） 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

別表（第４条関係） 

障害者控除対象者認定基準 
 

項目
障害者控除対象者認定区分 障害者控除対象者認定基準

 
認定区分 障害者控除範囲 障害者等の区分 要介護状態区分等

 

障害

者控

除認

定対

象者

所得税法施行令第10条第１

項第７号の規定による同項

第１号又は同項第３号に掲

げる者に準ずる者及び地方

税法施行令第７条第７号の

規定による第１号又は第３

号に掲げる者に準ずる者

要介護認定者

要介護状態区分における認

定が「要介護度１又は２」の

者
 

障害者 認知症高齢者

認知症高齢の日常生活自立

度（※１）がⅡａ又はⅡｂの

者
 

障害高齢者
障害高齢者の日常生活自立

度（※２）がランクＡの者
 

所得税法施行令第10条第２

項第６号の規定による同項

第１号又は同項第３号に掲

げる者に準ずる者及び地方

税法施行令第７条の15の11

要介護認定者

要介護状態区分における認

定が「要介護度３、４又は５」

の者
 

認知症高齢者
認知症高齢者の日常生活自

立度がⅢａ、Ⅲｂ、Ⅳ又はＭ
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※１　認知症である老人の日常生活自立度判定基準（平成５年10月26日老健第135号厚生省老人福

祉局長通知）に基づく対象者の認知症の程度をいう。 

※２　障害老人の日常生活自立度（寝たきり度）判定基準（平成３年11月18日老健第102―２号厚

生省大臣官房老人保健局部長通知）に基づく対象者の寝たきり度をいう。 

 
第６号の規定による第１号

又は第３号に掲げる者に準

ずる者

の者
 

特別障害者

障害高齢者

障害高齢者の日常生活自立

度がランクＢ又はランクＣ

のいずれかに該当する者
 

所得税法施行令第10条第１

項第６号の規定に準ずる者

及び地方税法施行令第７条

第６号の規定に準ずる者

寝たきり高齢者

常に就床を要し、複雑な介護

を要する者において、障害者

の日常生活自立度がランク

Ｃの者
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様式第１号（第３条関係） 
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様式第２号（第４条関係） 

 



6/7

様式第３号（第４条関係） 
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様式第４号（第５条関係） 


